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ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会（第９回） 

令和５年２月２７日 

 

 

【辻座長】  それでは、定刻やや早いのですが、出席予定の方が全員そろいましたので、

第９回のポスト・コロナ期の地方公務員の在り方に関する研究会を開催いたします。 

 前回の研究会におきましては、民間企業における人材育成の取組についてヒアリングを

行いました。 

 本日は、各地方公共団体における人材育成の取組につきまして、鹿児島県様と神戸市様、

それから磐田市様の所属長の皆様に御協力をいただき、話をお伺いするという機会をつく

りましたので、まずはそれぞれの団体の取組について御説明いただき、その後意見交換で

きればと考えております。 

 本日はお忙しい中、御対応いただきましてありがとうございます。 

 なお、本日は太田委員、権丈委員、松尾委員、矢島委員が御欠席とお伺いしております。 

 それでは、早速ですが、鹿児島県総務部人事課行政管理室長、又木様から、鹿児島県に

おける人材育成に関する取組につきまして御説明いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【又木室長】  又木でございます。このたび、当県から事例を発表させていただく機会

を設けてくださいました。公務員部の皆様方、並びに委員の皆様方に深く感謝を申し上げ

ます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 それでは、着座して御説明申し上げます。 

 それでは早速でございますが、「鹿児島県における持続可能な組織体制の構築について」

と題しまして、スライドに沿って本県の状況等を御説明申し上げます。 

 目次でございます。本日は御覧のとおり、５つの事項立てで御説明申し上げたいと思っ

ております。 

 まず１つ目の、鹿児島県の組織・職員体制の現状と課題についてでございます。 

 スライドのほう、４ページでございますけども、本県の職員数の推移、年齢構成につい

てでございます。 

 本県では平成２４年３月に、左のグラフにございますけれども、行財政運営戦略という

ものを策定いたしまして、歳入・歳出両面にわたる行財政改革に取り組んでまいりました。 
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 この結果、職員数といたしましては、同戦略に基づく期間は１０年間の取組期間でござ

いまして、平成２４年度から令和３年度までの１０年間で、職員数といたしましては７８

７人の縮減を行ったところでございます。 

 こうした行財政改革に伴います新規採用職員数の抑制も行いました結果、知事部局職員

の年齢構成は、右のほうに円グラフがございますが、御覧いただいてお分かりのとおり４

０歳代、それから５０歳代に比べますと、２０歳代、３０歳代の職員数がかなり少なくな

っておりまして、年齢構成としては非常にいびつな構造となってございます。 

 次のスライドを御覧いただきたいと思います。 

 こちらは職員採用試験の状況でございます。直近１０年間の状況をお示ししてございま

すけれども、左上のほうのグラフ、こちらが採用予定人数をお示ししてございます。 

 先ほど新規採用職員の抑制の御説明を申し上げましたが、平成２９年以降は２００人台

で推移をしてございまして、直近の今年度になりますと１０年前に比べ約４割増になって

いるところでございます。一方で受験者数でございますが、採用予定人数の増加に追いつ

かず、１０年前に比べますと約２割減にとどまっているような状況でございます。 

 このような中、右上グラフのほうにございますが、こちらは競争率、すなわち最終合格

者数に対する受験者数の割合をお示ししたものでございますけれども、年々低下傾向が続

いてございまして、特にその下のほうの技術職でございますけれども、土木や農水といっ

た技術職につきましては１０年前の約４分の１となります約１.７倍にまで著しく低下を

してございまして、人材確保は危機的状況にあると私どもは考えてございます。 

 次のスライドを御覧いただきたいと思います。 

 こちらは管理職員のマネジメントに関する意識調査を行ったものでございます。 

 先ほど組織の現状を御覧いただきましたけれども、職員一人一人の力を最大限引き出し

まして組織力の向上につなげるためには、組織の中核を担う管理職員の業務・組織のマネ

ジメントが何より一層重要になるということで、まず現状把握のため、管理職員層を対象

に意識調査を行ったところでございます。 

 具体的には、資料下のほうに、内閣官房内閣人事局において取りまとめられた管理職の

マネジメント行動の類型がございますけれども、こちらに基づいて、管理職員が求められ

る行動を取れているかといったことを、管理職員あるいは一般職員双方から、自分の所属

長を含め意識調査を行ったところ、特に創造的な組織づくり、新たな取組に挑戦するなど、

そういった取組が課題であると感じる割合が非常に高かったところでございます。 
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 こういうような調査結果を踏まえまして、創造的な組織づくりなど、管理職員のマネジ

メント力の向上に努めることとしてございます。 

 鹿児島県の組織・職員体制の現状と課題は、簡単でございますが以上でございます。 

 続きまして、次第の２つ目の項目でございますが、鹿児島県行財政運営指針の策定につ

いて御案内申し上げます。 

 中身でございますが、資料左のほうに、行財政改革に向けた推移・取組を掲げてござい

ます。先ほど御説明申し上げました前戦略、行財政運営戦略に基づく１０年間の取組の成

果を踏まえつつ、引き続き本県の行財政運営の状況は予断を許さないということでござい

まして、令和４年３月に新たに行財政運営指針を策定いたしました。 

 本指針の概要は、右のほうに記載してございますが、市町村との連携の推進というもの

を今後の取組の基本的な考え方として据えた上で、また行財政改革の方向性の一つとして、

従来からございます財政面の規律に加えて、人材確保、それから人材育成、働きやすい職

場環境の整備といった持続可能な組織体制づくりが何よりも重要であるということで、新

たにこの部分で一丁目一番地ということで、組織体制づくりを重点的に取り組むといった

ことを明記したところでございます。 

 続きまして３番、令和４年度における取組でございます。 

 先ほどの趣旨に基づく取組といたしまして、まず具体的な検討体制をここに掲げてござ

います。 

 持続可能な組織体制づくりに向けた庁内検討をどうするかということで、庁内での議論

を交わしまして、まず、背景・課題の１つ目に記載がございますけれども、前段として令

和３年度に若手職員が自主的に構成いたします鹿児島県庁働き方推進チームというものを

立ち上げまして、自主的に中で議論を行って取りまとめた提言を知事に行ったところでご

ざいます。 

 令和４年度指針ができたことを含めて、こうした若手職員の提案を積極的に吸い上げる

体制の構築が求められましたことから、行財政運営指針に基づく取組の検討体制といたし

まして、正式な組織体制に位置づける仕組みとして、若手職員を中心に構成いたします鹿

児島県庁働き方改革ワーキンググループというものを新たに設置いたしまして、表に記載

のとおり、総務部長をリーダーに３つのチーム編成でそれぞれテーマを決めて、具体的な

取組を検討することとしたところでございます。 

 次のスライドを御覧いただきたいと思います。 
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 まず、これまでの取組状況でございますが、人材確保についてでございます。 

 現状のところで、先ほど職員採用試験の状況を御覧いただいたところでございますけれ

ども、優秀な人材を確保するためには、まず競争率を相当程度確保する必要があり、その

ためにはまず受験者の確保が何よりも重要でございます。このため、受験しやすい採用試

験の実施、あるいは県庁の職場を知っていただく機会を増やす取組など、各種活動を展開

しているところでございます。 

 次に人材育成の取組状況でございます。そのうちのまず１つ目でございますが、人事交

流についてでございます。 

 背景・課題に記載をさせていただいておりますが、様々な政策課題を柔軟かつ創造的に

議論できる人材の育成が何よりも重要ということでございまして、そういった側面から県

庁外の刺激を受けることは極めて重要であると考えてございまして、行財政運営指針にお

いても、民間企業等への派遣や市町村等との人事交流をより一層推進するということを基

本的考え方として据えてございます。 

 その上で、市町村との積極的な人事交流はもとより、今年度、(株)ディー・エヌ・エー

といった企業へも新規派遣を行うなど、民間企業への派遣を拡充させていただいていると

ころでございます。 

 人材育成の取組状況のうち、②の職員研修についてでございます。 

 まず背景・課題でございますけれども、ここに記載のとおり、高度化・多様化・複雑化

する行政需要に対応できる人材の育成には、日頃のＯＪＴに加えまして、職員の各階層に

求められる能力を高めるための研修の充実が何よりも重要でございます。 

 このため、以下資料に記載のとおり、従来の職員研修に加えまして、今年度から新たに

組織力向上のための特別研修と題しまして、先ほど管理職員のマネジメントの課題等を御

覧になっていただきましたが、その手法としてマネジメント能力向上の研修であるとか、

あとは政策形成に向けた若手職員の能力向上のための研修、それから自己啓発意欲の向上

のための休日セミナーといったものを実施してきているところでございます。 

 また、今年度、人材育成に関しまして、右のほうにございますが、豊富な知見等を有す

る一般財団法人地域活性化センターと、人材育成に関する連携協定を締結させていただい

たところでございまして、同センターの協力を得ながら各種研修を効果的に推進すること

としたところでございます。 

 次に、働きやすい職場環境の整備の取組状況についてでございます。 
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 背景・課題に記載させていただいていますように、育児や介護といった家庭面で抱える

事情にも対応できますよう、在宅勤務、あるいは時差出勤、育児休業等の制度の充実を図

る必要がございます。 

 特に男性職員の育児に対する休業取得が課題となっていたところでございます。このた

め、男性職員の育児休業の取得促進に向けまして様々な取組を実施いたしました結果、男

性職員の育児休業取得率は前年の約１割から、本年１月末現在で約３割に大きく増加した

ところでございます。 

 また在宅勤務につきましても、ハード面では既に在宅でも庁内と同じ状態で業務の可能

な環境を、ここ２年かけて整備をいたしまして、運用面でも改善を図ってきているところ

でございます。 

 次は、項目といたしましては令和５年度における、来年度の取組予定でございます。 

 次の中身でございます。今年度、鹿児島県庁働き方改革ワーキンググループにおいて検

討いたしました結果を踏まえまして、人材確保、人材育成及び働きやすい職場環境の整備

といった各分野において、来年度さらに取組を強化することとし、現在開会中の県議会に

必要な関連予算を計上させていただいているところでございます。 

 １つ目の人材確保につきましては、受験者確保対策といたしまして、学生等を対象とし

たウェブ説明会等の拡充でございますとか、特に受験者確保が課題となっている技術職に

ついて、試験区分の拡充を行うこととしてございます。 

 次の２つ目の人材育成につきましては、目指すべき職員像、それから人材育成の基本的

な方針など、職員間でしっかりと主体的に議論をいたしまして整理した上で、人材育成の

さらなる充実につなげる必要がございますため、来年度人材育成ビジョン（仮称）の作成

をしたいと考えてございます。 

 また、研修内容をさらに拡充いたしまして、市町村の人材育成の支援も念頭に置きなが

ら、市町村との連携推進を基本に進めてまいりたいと考えております。 

 最後に管理職員につきましては、マネジメントの改善に向けた気づきの機会を増やす観

点から、各職員が所属長を評価する制度、いわゆる３６０度評価を試行したいと考えてご

ざいます。 

 ３つ目の働きやすい職場環境の整備につきましては、職員間のコミュニケーションの活

性化を目指しまして、政策的な課題解決に向けた議論の活性化につなげる観点から、その

ための職場環境の整備といたしまして、本庁舎の一部にフリーアドレスなどを試験的に導
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入したいと考えてございます。 

 次に、先ほどの来年度の拡充・強化の中でもお伝えしました人材育成ビジョン（仮称）

の策定についてでございます。 

 背景・課題としましては、そこに掲げた３点がございます。１つ目は、今後人材育成の

強化を図る上で、まずはベースとなります今後のビジョン、方向性をしっかりと職員間で

議論をして整理する必要があるということ。 

 また、２つ目でございますが、従来からの研修だけではなく、官民人材交流あるいは人

事評価の活用、それから専門性が求められる人材の育成など、これまで以上に多様な取組

が必要であること。 

 また、３つ目でございますが、人材育成の前提となります人材の確保、それから職員の

能力発揮のための働きやすい職場環境の整備、こういった取組の重要性も増大してござい

ますので、これらを含めました方向性を体系的に整理する必要があるということ。 

 以上の３点の課題を踏まえまして、新たに鹿児島県人材育成ビジョンの策定を進めたい

と考えてございます。 

 規定内容の案は御覧のとおりでございます。また、策定プロセスといたしまして、右の

ほうにございますが、職員の意見をビジョンに反映できるよう、職員参加型ワークショッ

プを開催するほか、庁外の幅広い見地からの御意見を聴取するため、有識者会議を設置し

たいと考えてございます。 

 次のスライド、最後の項目、５番目でございます。鹿児島県から、僭越ではございます

が御提案についてでございます。 

 まず１つ目でございますが、官民人材交流の促進に関する御提案でございます。 

 背景・課題に記載をさせていただいておりますが、民間企業への職員派遣は、人材育成

の観点から非常に有効であり、今後も積極的に推進する必要があると考えてございます。 

 他方で、派遣先の確保は、業務上のつながりや特定の個人の人脈などに頼らざるを得ず、

特に小規模な自治体となりますと、派遣先の発掘であるとか確保が極めて困難な状況でご

ざいます。 

 そこで、鹿児島県といたしましては、官民交流の促進のための全国的な仕組みの構築に

ついて御提案申し上げたいと考えてございます。 

 具体的には、民間企業との人事交流を希望する地方自治体と、地方自治体との人事交流

を希望いたします民間企業とのマッチングについて、全国的な仕組みを構築していただけ
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るよう御検討をお願いできればと考えてございます。 

 大きく２つ目でございますが、人材育成の拡充に向けた支援策に関する御提案で２点ご

ざいます。 

 まず１つ目でございますが、提案の四角囲みに記載をさせていただいておりますけれど

も、人材育成基本方針策定指針の改定について御提案を申し上げさせていただきたいと思

います。 

 先ほど申し上げましたとおり、本県ビジョンにつきましては、人材育成に加えまして、

現行の人材育成基本方針策定指針に盛り込まれていない人材確保、それから働きやすい職

場環境の整備、こういった行政の変化を踏まえました分野についても対象に含める方向で

策定を進めてまいりたいと考えてございます。ぜひとも、地方自治体向けの策定指針につ

きまして、改定に向けた議論を深めていただきますようお願いを申し上げたいと存じます。 

 それから、最後の２点目でございます。提案の四角囲みのほうに移らせていただきます

けれども、「人への投資」に係る事業への地方財政措置の拡充についてでございます。 

 今年度、本県からも要望をさせていただいている、令和５年度からの人への投資、いわ

ゆるリスキリングの推進に関する行財政措置が創設されたことに深く感謝を申し上げます。 

 他方で、地方公務員についての今回の措置の対象は、デジタル化の取組の中核を担う職

員育成に限られておりますことから、改定後の人材育成基本方針策定指針も踏まえ、従前

とは異なる時代の要請に応じた新たな職員研修や働きやすい職場環境の整備にまで拡充し

ていただけますよう、今後、御検討を何とぞお願い申し上げます。 

 以上２点ございますけれども、本県の実情、提案まで含めて御説明申し上げました。よ

ろしくお願いいたします。 

【辻座長】  又木様、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明を受けまして、意見交換を行いたいと思います。御意見の

ある方、御質問のある方は挙手ボタンで教えていただきますようお願いいたします。いか

がでしょうか。 

 森本委員、お願いします。 

【森本委員】  どうも大変分かりやすい御説明ありがとうございます。鹿児島県だけで

はなくほかの自治体でも、特に官民人材交流に、力を入れておられるところがかなり増え

てきていると感じていまして、御提案の仕組みなども、ぜひ総務省でも検討していただい

ていいんじゃないかなと、感じているところです。 



 -8- 

 その上で、御説明いただいた中で何点かお伺いします。本年から、特に技術職の採用に

関して、区分を追加するということをおっしゃられていたんですけど、具体的なところを

少し教えていただけたらというのが１点です。また、在宅勤務を半日単位で取れるように

拡充されたということで、非常にいいことだろうなというふうに思っています。特に県の

職員の方は通勤時間が長い方がおられるんじゃないかと思いますが、その辺りの取扱いに

ついて、参考になるような例などがありましたら教えていただけたらというところでござ

います。 

 以上でございます。 

【又木室長】  それでは１点目でございます。本県の場合、民間企業の方々の中途採用

の試験といったものも実施してございます。また、柔軟な採用試験としてＳＰＩ方式、い

わゆる専門試験などを介して、民間と併用で受けていただけるような試験も用意してござ

います。それはいわゆる特別枠と申すものでございまして、ただ、民間の対応状況も早期

化してございますので、それに応じた形で５月ぐらいから実施している先行試験でござい

ますけれども、その特別枠と申します試験が、これまで行政のみを対象として行っていた

のですけれども、それを技術職員も拡大しようということで、現在、人事委員会のほうで

検討しているというふうに聞いてございます。 

 御質問がございました在宅勤務でございます。おっしゃるように、本県の場合は半日で

の在宅勤務とする場合、例えば昼休みの時間だけで移動することが困難な職員もおります

が、職員から、在宅勤務についてやはり半日単位での取得ができると、柔軟にもうちょっ

と取り組みやすいのではないかといった意見もございましたことから、半日勤務を制度上

も認めたところでございます。 

 また、時間外での勤務につきましても、試行という形でまずは取り入れてみようという

ことで実施しております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  その他いかがでしょうか。どうぞ。 

【田中委員】  ありがとうございます。鹿児島県における人材育成に関する取組につい

て非常に丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。３点質問したいと思いま

す。 

 １点目は、スライドの５ページで、受験者数が減少しているということでしたが、他の

団体でもそういう現象があり、原因をお尋ねしているんですけれども、特に技術職での競
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争率がかなり下がっているということでしたので、その要因についてお考えのところがあ

れば、お聞かせいただきたいと思います。 

 ２点目は８ページで、基本的な考え方として、市町村との連携と、あと県民の理解と協

力ということを挙げておられますが、このうち市町村との連携というのは、人材交流のほ

かにも何か、例えば共同で組織をつくったりとか、そういったこともお考えなのか、その

辺りも教えていただけますでしょうか。 

 ３点目は、最後の２１ページで、時代の要請に応じた新たな職員研修ということを書い

ておられて、その１つの典型がデジタル化への対応ということだったと思うのですが、そ

れ以外について、例えばどういったものをイメージされておられるのか、教えていただけ

ますでしょうか。 

【又木室長】  はい。今、３点御質問いただきました。まず、職員採用試験の中で競争

率が特に課題となっている技術職でございます。 

 私どもも要因については、人事委員会を含め様々検討はしているところですけれども、

まず、限られた労働市場の中での民間企業との競合もあるのかなと思っておりますが、引

き続き、理由を検証していきたいと思っております。 

 それから、市町村との連携についてでございます。 

 行財政運営指針の中では、住民生活に密接に関わる行政サービスを提供する市町村とい

うことで、県としても出先機関を置いてございますが、特に地域振興局・支庁などが市町

村と円滑に事業を実施し、ひいては住民生活の利便性が向上するように、市町村の自主性・

自立性を尊重しながら連携を進めていこうということで、全ての行財政運営において共通

する考え方として、人材育成のみならず据えていくところでございます。 

 それから、３点目の研修についてでございます。これから時代の要請を受けた研修、ま

さに私どもは過渡期でございまして、新たな指針の下、今後、具体的な取組を進めてまい

りたいと思います。 

 その中でも、おっしゃったようにデジタル面での育成というのは非常に重要かなと考え

てございますが、そのほか、例えば政策広報といったものも非常に大事ではなかろうかと

いうことで、県民に対してうまく、自分たちのつくり上げた政策をいかにＰＲして広めて

いくかといったこと、政策広報の分野の人材育成も非常に大事だと考えております。それ

からまた専門分野で、児童福祉施設などの社会福祉分野の職員など、その辺りを想定して

おります。 
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【辻座長】  ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。 

 飯島委員、お願いします。 

【飯島委員】  飯島でございます。御説明いただきましてありがとうございました。質

問を２点させていただきたく存じます。 

 １点目が、今もお話のございました市町村との連携に関してです。現在も離島を中心に

人事交流をなさっているということですが、市町村との人事交流をさらに強化していくこ

とで、市町村の人材育成への支援というだけでなく、鹿児島県の人材の育成についてどう

いう効果が得られるのか。 

 また、その点については１３ページで、地域活性化センターとの連携協定を締結された

ということですが、このセンターに対して何を期待されているのかということも含めてお

教えいただけますと幸いでございます。 

 ２点目は、１０ページで、若手職員の方々が自主的にチームを設置し、提言もなさった

ということですが、若手職員が抱いている問題意識については、それまで全庁的には認識

されていなかった、若手職員ならではの視点であったのか。 

 管理職員の３６０度評価なども含めて、管理職員のマネジメントについては、意識調査

も６ページにございますけれども、管理職員と一般職員の意識の開きのある部分などもあ

るようです。そういったところも含めて、若手職員の視点についてどのように評価し、今

はそのチームがワーキンググループになっているということですけれども、より長期的に

どのように生かしていくのかということについて御教示いただけましたら幸いでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

【又木室長】  ありがとうございます。まず市町村との連携ということで人事交流面、

特に県職員にとっての効果はどういったものがあるかというお話かと思います。 

 まず私ども、そこのページで掲げておりますように、積極的に市町村等の人事交流も民

間企業との交流と同様、進めてまいりたいと思っておりまして、これまでどういった形か

と申し上げますと、１２ページ左下のほうに４つほどポツがございますが、相互交流、業

務支援、また、副首長といった役職での派遣がございます。 

 こういったことを通じまして、県では例えば係長だった者が派遣先では課長の職に就か

せていただくことで、やはり議会ですとか全体を俯瞰して見られるということで、県に戻

ってきてからもステップアップして、その後の県政に生かせるということがまずございま

す。市町村ですとより身近に住民と接する機会が多くございますので、そういった点での
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効果があるほか、身近な県内の市町村行政の実情を知る効果があろうかと思っております。 

 また、地域活性化センターとの連携についてでございます。 

 特に私どもは人材育成という面で非常に御協力をいただいているところですが、地域活

性化センターさんは様々な研修を地域づくりという視点から取り組んでいらっしゃるとこ

ろですので、市町村と連携した取組、例えば、来年度、県職員と市町村職員とがチームを

組んで行う若手職員の研修を実施予定ですが、そういった面でも地域活性化センターさん

の御尽力、ファシリテートといったものが生かされて、より効果が発揮されるのではない

かと考えてございます。 

 それから、１０ページの若手職員が抱いている課題ということでございます。私どもと

しても、若手職員が今の５０代、４０代の世代とかなりギャップがあるのではないかと考

えていましたが、やはり県庁をどうやってよくしていこうかと考える若い人たちも多くご

ざいます。 

 自主的にそういった中でチームを組んで、やはり課題と感じる部分というのは、私ども

がなかなか感じなかった部分、具体的にはどういった取組に表れているかと申しますと、

まさに３６０度評価というものをやってはどうかというのを提言いただいたのが、この若

手チームでございます。 

 それから、例えば予算編成作業をもうちょっと簡素化できないかとか、議会関係業務を

低減できないかとか、なかなか私どもも一体的には進まないところでございますけれども、

できるだけそういった若手職員の感じる部分を実現できるように、人事当局としても努力

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【飯島委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  その他いかがでしょうか。 

 佐々木委員。 

【佐々木委員】  佐々木でございます。御説明ありがとうございました。私のほうから

は２点なんですが、１点目は民間派遣のことで、ちょっと辛口で申し訳ないんですけど、

民間派遣って結構もう２０年も３０年も前からずっとやっているんですが、私の経験では、

できるだけいろんなところに、メーカーだとかいろんなところに派遣をしようと。ここに

書いてあるように、いろんな民間のことを間近に聞いてくるということでやったと思うん

ですが、一方で、本格的な業務に従事するわけではないので、言葉は悪いですけどお客様
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みたいな感じで、１年間いろいろ拝見させていただくみたいなこともあったりして、効果

があるんだろうかみたいな感じで、いろいろ派遣研修みたいなものを合理化・整理すると

きにちょっと縮小したみたいなことも経験としてはありましたので、その辺り、ここにま

さに、ビジネス感覚や経営スキルなどを学ぶということができるような、例えばこういう

派遣先ならいいんじゃないかとか、あるいは取決めに当たって、ただ行けばいいやじゃな

くて、どういう工夫を先方と取決めをしていくかとか、何かそういうのがないと、ただ単

に派遣して刺激を受けるだろう、だけでは少し物足りないなという気もするものですから、

その辺りについて何かやられていることなり、お考えがあればお聞きしたいのと、それか

ら、後で相互派遣の仕組みを御提案されているものですから、これは鹿児島県で民間派遣

しているときも相互に派遣をしてもらっているということなのか、あるいは、今はしてい

ないとしても、こっちから送るといったら、民間のほうもうちも送りたいよというような、

そういう要望とかそういうお話が現実にあるのかどうかというようなことをお聞きできれ

ばというのが、民間派遣研修への御質問です。 

 それからもう１点は、１７ページですかね、新たな県の人材育成ビジョン中で、市町村

の人材育成への支援ということが出てきますので、鹿児島県内の市町村で人材育成につい

てどんな支援をしてほしいという要望、ニーズがあるんだろうかと。その辺、どういうふ

うに受け止められているのか、ちょっと教えていただければということです。よろしくお

願いします。 

【又木室長】  ありがとうございます。まず民間派遣についてのお尋ねでございますが、

これまでの私どもの民間派遣と申しますのが、ＪＡＸＡですとか自治体国際化協会といっ

た、本県施策と関連性のあるような団体が基本でございました。 

 今後は、例えば（株）ディー・エヌ・エーなど、純粋に経営感覚を学べるような民間企

業への派遣を強化していきたいと思っております。 

 実際の取決めでございますけれども、私どもは希望は申し上げますけれども、受け入れ

てくださる側の事情もあるところでございます。 

 次の質問にも関連するかと思いますが、相互派遣ということでございますが、鹿児島銀

行さんといった地元の地銀さんは、相互派遣をさせていただいておりますが、基本的には

県からの派遣受け入れをお願いしている状況でございます。 

 それから３点目でございます。市町村の人材育成の支援ということで、どんな支援をし

てほしいというニーズがあるかということでございますが、私どもの研修体系といたしま
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しては、階層別研修については、市町村振興協会が自治研修センターで市町村も含めて合

同で実施しているところでございます。 

 一方で、私どもが今年度から行っております組織力向上といった研修は特別メニューで

ございまして、例えば管理職に就き一定経過した職員向けの研修がないといったことで、

今年度、鹿児島市さんからのニーズもございまして、来年度行います管理職向けのマネジ

メント能力向上研修に、同市の負担金をいただいた上で、同市課長級の方々も参加してい

ただくこととなりました。 

 また、若手職員については、県と市町村の職員が合同チームで、政策形成を行う研修を

実施予定でございます。 

市町村振興協会が実施する研修との兼ね合いなど検討事項はございますけども、特に小

規模な市町村を支えられるような、県ができる支援というものをやっていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

【佐々木委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  私のほうで補足というか、１つは関連してお伺いしたいことがありまして、

民間企業との人事交流の話がありました。今、デジタルシステムとの関係が非常に課題に

なってきていますので、従来までの銀行だとか関連会社というよりも、例えばＩＴゼネコ

ンと人材交流とか、京セラと人事交流ですとか、こういうようなことに踏み込むことが流

れなのか、それとも踏み込むと、踏み込んだら踏み込んだでいろいろ大きなリスクがあっ

て、県としては身動きがつきづらくなるのか。その辺、デジタル系の民間会社、そこの人

事交流をどう考えるかというのをお聞かせいただきたくなりました。 

 それから、県にお伺いするのは鹿児島県だけなので、鹿児島県にお伺いしたいのですが、

人材育成を図るに当たって、人事異動というのも非常に大きな要素を占めていまして、伝

統的に鹿児島県の場合は、離島勤務も含めて遠隔地に人事を回していかなきゃならない宿

命的な問題がありますね。 

 こうした中で、しかし若い人が遠隔地への異動を嫌うと。離島勤務を嫌うというところ

がありまして、これを今後どうしていくかというのが、人材確保する上でも人材育成を進

める上でも課題となると思います。 

 その中で、一つは離島のときもそうなんですが、離島で奄美なら奄美１か所になるとい

いのですが、その中からいろんな地域事情でさらに昔の支所に細かく分かれて、なかなか
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まとまって職場として働きやすいというよりも、地域事情でかなり分散して立地しており

ます。これを今後も今の形で維持するかどうかという問題が一つあると思いますし、もう

一つ古典的な問題で、人事ローテの一環ではありますけど、地域手当の関係で人事異動の

あり方が制約される場合もありえます。そして、最後に人材育成の関係から、遠隔地勤務

を今後どうしていくか、職場の大くくり化を進めるという観点も含めてざっくばらんなと

ころをお聞かせいただけたらと思います。 

【又木室長】  まず１点目のデジタルの分野でございます。例えば内部システムや住民

向けシステムのＤＸ対応につきましては、どちらかというとＳＥなどに外部委託する方が

効率的な場合がある一方、人材育成の観点では、効果的なデジタルの手法・ツール等につ

いて常にアップデートされた情報を持ち合わせている職員の育成が大事かと思っておりま

すが、どういった育成方法が一番望ましいのかというのは、引き続き庁内で議論を今後し

ていかないといけないなと思っています。 

 もう１つ、人事異動と遠隔地異動の関係でございますけど、人口減少社会となりますと、

簡素で効率的な組織体制、これはもう必須であります。 

 ただ一方で、離島の場合ですと、行政サービスの水準維持の観点から、支所等のあり方

について課題もあるところでございます。 

 それから、給与水準との関係で申し上げますと、離島の場合は地域手当ではなく、いわ

ゆる特地手当と準特地手当が制度上措置されておりますので、そういったところで、給与

水準上の不利益は被らないものと思っております。 

 人事異動に関しましては、離島勤務が人材確保においてマイナスイメージを持たれる面

もございますが、県の役割としてはやむを得ないところと考えております。したがって、

遠隔地勤務につきましては、採用等の場面でもしっかりと説明することとしております。 

【辻座長】  鹿児島市内も地域手当はゼロですか。 

【又木室長】  はい、ゼロ対応です。 

【辻座長】  分かりました。どうもすみません、時間オーバーしてしまいましたが、こ

こまでとさせていただきます。貴重なお話ありがとうございました。 

【又木室長】  ありがとうございました。 

【辻座長】  それでは続きまして、磐田市職員課人事研修グループ長の鈴木様から、静

岡県磐田市における人材育成に関する取組について御説明いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 



 -15- 

【鈴木人事研修グループ長】  では、改めまして、こんにちは。静岡県の磐田市職員課

の鈴木と申します。磐田市のほうからは、「人材確保・育成の課題」ということで説明のほ

うをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、まず概要のほうからですが、静岡県磐田市は平成１７年の４月に５市町村が合併

して誕生した市でございます。人口が１６万７,０００人ということで、規模的には中ぐら

いの規模になります。職員数としては、現在正規職員数が９６３名、会計年度職員が１,１

２９名といった構成になっております。 

 まず簡単に、これまで人材確保・育成に関する取組のところで、大枠のところでお話を

させていただきますが、合併後、定員適正化計画ということで、職員数の削減に取り組ん

でまいりました。第１次・第２次ということで職員数を削減してまいりまして、現在の職

員数になっているということになります。 

 ほかに育成のほうですが、人材育成基本方針のほうも平成１９年４月に合併後のものを

まず策定しまして、その後も改定をしております。後ほど説明させていただきますが、こ

ういった改定を続けていく中で、令和４年の４月に磐田市人材マネジメント方針というも

のを策定しております。 

 まず、人材確保の課題ということで、正規職員数のお話をさせていただきたいと思いま

す。 

 先ほど申し上げましたとおり合併をしておりますので、そういったところのスリム化と

いうところで定員適正化に取り組んできた結果、正規職員数はずっと減少をしてまいりま

した。業務の削減であるとか適正化的なものも随時取り組んできておりますけれども、な

かなかの勢いで減ってきているということになります。 

 現在、目標は達成している状態にあるんですけれども、ある意味余力もなかなか難しい

状況になっておりまして、現在のようにコロナ対策とかで人員が割かれるということにな

ると、ほかのところが手薄になる、当たり前なんですがそういったことが起きておりまし

て、本市としましては、定員管理調査における類似団体との比較でいうと、人口１万人当

たりの職員数で、一般行政部門でもう本当に類似団体の一番下ということになりますので、

職員の体制としては、実感もしておりますが、結構厳しいかなというふうには感じており

ます。 

 年齢の分布をこちらに表示させていただいておりますが、定員適正化に取り組んでまい

りましたので、当然というか、市町村合併後は採用抑制を行っておりました。事務職員の
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採用がゼロという年もありましたので、そういったところで取り組んできた結果が、こう

いったグラフになっております。 

 合併直前に採用した職員が４０ぐらいになりますので、その辺りからぐぐっと職員数が

いないという状況になりまして、全体でならすと大体３０を超えるぐらいが平均なのかな

というところなんですけれども、今、この年代、３１歳から４０歳の年代は８６人です。

ほかのところでいうと一番多いところは５１歳から６０歳の層がありまして、こちらは３

０４名ということで、大分差が出ている。合併団体という特性がありますのでというとこ

ろなんでしょうけれども、基本的にはそういった不均衡が生じていて、現場でもそのまま

ストレートに、中間層がいないという現場がたくさんあるということが起きています。 

 先ほどの年齢分布がそのまま進んでいけば、当然のことではありますけれども、高齢職

員がこれから増加していくという見込みになっております。 

 定年延長制度が起こりまして、これまで再任用の職員も、基本的には本市の場合は、本

人が希望されればフルタイムで任用はしてきたのですが、年金接続の部分で一つ区切りを

という形には大体なっていて、そこまですごく増加していたわけではないのですが、これ

からはもう６５歳までどんどんどんどん伸びていきますし、６０歳を超えた時点でこれか

らどう考えられますかというようなアンケートを取ったりしても、７割程度の職員は残る

よという希望をされていますので、今、先ほどのグラフで言った山の部分がどんどんどん

どん残っていくということになりますので、６０歳超が約６人に１人ぐらいのバランスに

なるであろうというふうに想定をしております。ベテラン職員もいかに能力を発揮してい

ただくかというところが、これから大事なところになってくるんだろうなというふうに考

えています。 

 新規採用職員の確保について、これまでの反省から、新規採用の抑制は今後もしないつ

もりでいます。高齢職員が大分増えてまいりますが、定員を改正してでも、やはり継続的

に採用はしていかないと、職員体制がやはり将来的には持続可能になっていかないという

ところがありますので、そこは維持をしていきたいと。 

 ただ、実際このグラフの青い棒のところを見ていただくと、平成２８年から令和２年、

コロナの直前までは、応募者はどんどん、受験者自体は減っていきました。競争率は合格

者の人数にもよるところがあるのですが、そういった中で、コロナ禍によって受験者の志

向が変わってきたのか、取組もしておりましたのでそれがうまく働いていれば幸いではあ

るのですが、それまではどんどん減っていくということが起きていましたので、非常に、
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楽観視はできないかなというふうに思っています。 

 民間との競争も、これから民間業績が上がって採用数が増えてくれば、当然そちらのほ

うの力もかかってくると思いますので、そういった中で職員の質を維持できるかというと

ころは課題に感じています。 

 また、土木技術職員、技術職員も、ほかにも建築とか保健師とかいますが、特に土木技

術職員は確保がなかなか難しいなというのは、今現状で起きていることです。 

 実際、先ほどのグラフの中の高齢層に職員が大分集中しておりまして、土木技術職員は

今６人に１人、既に再任用という形になっています。 

 なかなかハードな部分もありますので、業務量的に現役というか、若い頃と同じように

働くというのはなかなか大変だよというところもありますので、なるべく採用はしていき

たいのですが、合格者を出しても辞退されてしまうということは、土木技術職員は特に起

こりやすい状況になっています。ほかの自治体に受かったのでというような方もいらっし

ゃるので、そういった競争が起きているのかなというのが実感です。 

 次は採用関係、これは押しなべてということになりますけれども、我々が市町村の職員

なものですから、小学校、中学校、高校、直に触れる機会があるんですが、やはり市役所

の職員という仕事に関してのイメージを持っている学生って本当に少なくて、市役所の職

員自体の職の魅力というものは、我々が中に入っていても感じる部分はあるんですが、そ

ういったものがなかなか伝わっていないなというところは課題だなというふうに感じてい

ます。 

 また、採用試験に係る負荷というところで、磐田市の場合は、もうずっと総合能力試験

をベースにやっています。専門、いわゆる公務員試験というものは課しておりませんで、

総合能力でやっているんですが、そういったものだけですとやはり偏りが出てしまうとい

うところで、面接も重視してまいりました。 

 そういった中で、若干試験回数がほかに比べて多分多いものですから、そういった面で

負荷をかけているのですが、やはりそこの負荷を取ってしまうと、質というところは難し

くなってくるのかなということも考えておりまして、そこは確保したいなというのをずっ

と、バランスがどの辺が適切かというふうに思っています。 

 ただ幸いと、ここのところ面接をずっと、結構負荷をかけてきた世代の新規採用職員と

いうのは、基本的には非常に優秀な職員が多いです。なので、このやり方自体は間違って

はいないのかなというふうには思っています。 
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 次に、中途採用における民間との給与差というところで、経験年数による加算というと

ころは、見直しについて、１００％加算してもいいですよというような通知もありました

ので見直しも考えていきたいなとは思っているのですが、過去の採用者とのバランスもあ

りますし、なかなか難しいところはあるのかなというふうに思っておりまして、これはま

だ課題としております。 

 あと専門人材というところで、いろんな部分部分で専門人材、こういう人がいたらいい

なという思いはあったりはするのですが、配置部署があまりにも限定的な人材というのは、

我々ぐらいの規模ですと、所属する場所というかあまり異動先というものがありません。 

 そういった中で、育てていく分にはいいのですが、長期的にはということで、普通に任

期がない状態で採用すればもう何十年とそこにいていただくということになりますので、

人間関係であったり考え方の齟齬であったりというところは、現実問題としてはリスクに

もなり得るので、あまり絞り過ぎた専門人材というのは、任期を限らないと難しいかなと。

ただ、任期を限った中でそういった人材を確保できるかなというのは、本市の中でも検討

しているところであります。 

 ここから、育成のほうの課題を幾つか挙げさせていただきたいと思います。 

 本市の職員へアンケートを取った中の、昇格の意欲というところですが、希望する、し

ないというところで、ちょっと分かりにくいですが、「希望しない」というところがどうし

ても上に来てしまいがちなところがありまして、「分からない」というところがあるので、

そういったところを伝えていく機会というのも必要なんだろうなとは思っていますが、希

望する、しないと言えばしないという人が上回るというような状況があります。 

 今後を担う幹部職員を育てていきたいと思っていますが、先ほどのグラフにもあるよう

に、職員のバランス的には、その候補となる世代がちょっと細めな世代なので、なるべく

多くの方に志望していただかないと育てていくのが難しいというところがありますので、

そちらは本市においては非常に課題だなというふうに感じています。 

 人事評価制度の活用です。これはちょっと、本市に大分特徴がある課題なのかなとは思

いますけれども、人事評価制度を、ずっと定着化の研修などを進めてきた中で、上のバラ

ンスへつけるということは、なかなか重大な、すごく優れたことをやった人が上の評価を

つけられるんだよというようなものが大分定着してしまいまして、これが制度の運用とし

ては定着しているんですけど、みんながこれぐらいの仕事はやって当然じゃないかという

ふうに大分寄ってしまっておりまして、評価が中央にすごく集中してしまっています。 
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 実際、市の重要施策なんかは計画どおりに進んでおりますので、そういったものを現場

で働いて支えてくれている職員にしっかり評価がされていないのではないかというところ

がありますので、こちらは改善をしていきたいというふうに考えております。 

 ただ、職員のほうからは、制度の運用自体の負荷をなるべく軽くしてほしいという要求

が、毎年組合等を通じてされておりますので、公平・公正さというところと業務負荷のバ

ランス、全体の人数が減ってきているということもあって、そこに負荷をかけてほしくな

いというのが生の声としてあるんでしょうけれども、これは組織的な課題としては取り組

まなければいけないというふうに感じています。 

 次お願いします。 

 あと、研修の停滞があります。もともとコロナ前は、やはり横のつながりというものも

重要視していましたので、なるべく集合型研修をやっておりました。顔を合わせることで

いろんな人に会ってほしいというところもありますので、そういった研修をやっていたの

ですが、なかなかそういったものが、もう令和２年では、ほぼほぼ中止になるというよう

なことになっています。それを取り戻すような取組もしたいところなんですけれども、予

算の都合もありますし、それぞれの時間等の都合もありますので、なかなか取り戻せない

部分もできてしまうかなと。 

 最近オンラインも大分進んでまいりまして、研修自体はできるようになってきているの

ですが、やはり機器やスペースという意味ではまだ追いつかない部分がありまして、それ

ぞれ１人１台体制で臨んでくださいというような研修だと、ちょっと本市の状態では物が

足りないというところがまだあります。これは改善に向けて、予算はだんだん取っていっ

ているところではありますけれども、そういった事情もあります。 

 あと、業務が非常に多忙だというような話がある中で、ワーク・ライフ・バランスを推

進して、最近でいうと育休なんかもどんどん取ってくださいというような声かけをしてい

る中で、研修に対する負荷、参加に時間が非常にかかるとか、通常業務を圧迫するような

研修に対するモチベーションというか、そういったところが若干、だんだん影響が出てい

るのかなと。ちょっとそれは難しいですねというような話が進むような場合もありますし、

コロナ禍前は結構時間をかけるような研修もやっていたんですが、それの職員の評価があ

まりよろしくないというところもあって、なかなか、どうやって効果のある研修を進めて

いこうかなというところは考えているところでもあります。 

 あと、若手職員の育成というところで、本市では採用後１０年で３部署経験を基本とい
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うことでローテーションをしているんですが、なかなか、職員の構成上そこのところが難

しいというところもあります。 

 育成についても、ちょっと前までは多数の中堅職員がいて少数の若手、という年齢構成

だったものが、今はもう５０代６０代と若手が複数名、というような環境になっています

ので、育成をするにも世代間のものがあったりというようなことはあるのかな。 

 ただ、今現在、現場の中でそういった問題ばかりというわけではないのですが、少なか

らず、人間関係的には希薄になっているというところはありまして、現場現場の育成の中

では影響は出ていると。 

 特に、最近の新卒採用職員というのは、対人能力に非常に差があります。できる子はで

きる、できない子はできないというところの差があって、市町村ですと本当に対人は全て

の業務に関わってくるものですから、こちらはケアを考えていかなきゃいけないなという

ところで、課題だなというふうに感じております。 

 こういった課題に関しては、本市の課題を率直に挙げさせていただきましたけれども、

そういった課題への対応というところを、箇条ですが、こういった形で今挙げさせていた

だいています。 

 もともと人材育成基本方針や職員の配置方針などで、こういった方針、課題への対応を

検討していたものなのですが、昨年令和３年度に、令和４年にこういった人材育成基本方

針なんかを改定するという流れになった際に、本市で検討を重ねていく際に、総務省さん

で出していただいた、地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会の報告

書を参考にさせていただいて、こういった４分野の部分をいい循環で回していくべきだよ

というような報告書を見させていただきました。 

 非常に、我々が持っている課題というのが、そこの中にすんなり入ってくるねというも

のでしたし、人材育成基本方針の中にも、人材育成といっても配置の話であったり、処遇

の話であったり、職場環境の話であったり、もともと組み込まれていた部分もありますの

で、ばらばらの計画ですとそれぞれに調整も必要になってくるというところもありますの

で、一本化して考えていきましょうということになりまして、磐田市の人材マネジメント

方針というものを令和４年の４月につくったということになります。 

 皆さんのところに参考で資料自体、本体はお配りしていただいているかなと思っている

のですが、マネジメント方針の概要についてはこういった形になっています。 

 いろいろ報告書のものをベースにしながら、それぞれの分野で、本市で課題認識がある
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ところというのは押さえていくようにということで、当然、首長まで上げながら、こうい

ったところに課題認識があるであるとか、首長の方針はこういったところで生かしてほし

い、もともと御本人の公約とかもありますので、そういったものも踏まえながら、この方

針の中身をつくっていったということになります。 

 全てができるかどうかはともかく、方向としてはこういったものに取り組んでいくとい

うことでつくらせていただいて、お示しをして、これから５年かけて――あと４年ですね、

４年かけて取り組んでいきたいというふうに考えています。 

 説明としては以上です。ありがとうございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、皆さんのほうから御質問、御意見をお願いします。いかがでしょうか。どう

でしょうか。 

 田中委員、お願いします。 

【田中委員】  ありがとうございます。磐田市様の状況について御説明いただきありが

とうございました。２点質問させていただきたいと思います。 

 まずは、職員の年齢分布に関して、３０代が少ない、特にグラフの２つの山の谷間の３

０代半ばから後半あたりの職員がかなり少ないですが、実際の業務について何か支障が生

じていないのでしょうか。もしあれば教えていただきたいと思います。 

 次に、研修に関してもお尋ねしたいのですが、先ほど長時間の研修がかなり不人気であ

ったとおっしゃっておられたように思います。それは、研修のせいで業務の時間が取られ

るという意味で評価がよくなかったのか、それともその研修自体が、時間をかけている割

には効果に結びつかないという意味で評判がよくなかったのか、どちらでしょうか。よろ

しくお願いします。 

【鈴木人事研修グループ長】  ありがとうございます。年齢の分布につきましては、あ

あいった形になっているので、やはり各部署へヒアリングなどをしておりますと、中堅層

が欲しい、中堅層が欲しいという要望が寄せられます。 

 どうしても今、上のほうの年代というと、それぞれ個々の事情によってパフォーマンス

に差が出てきますので、量をこなす際などに高いパフォーマンスが出せる職員というとこ

ろが若いほうに寄ってくるわけなんですけれど、その若いほうの職員というのは１０年で

３か所回しますよとこちらも言っていて、その育成は、必ず１００％とは言いませんが、

５年も６年も置くようなことは基本的にはしないという形にしているものですから、業務
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のローテーション的には、中堅層がやはりいてくれたほうがありがたいし、４０代ぐらい

の方でしたら、本人と職場の意向が合っていれば５年以上いたりということも当然あるの

で、職場の性質にもよりますけれども、やはり多少は長期の者がおらないとちょっとした

勘が働かないというところもありまして、また、ちょっとしたミスが出たときに、あっと

気がつかないというところが、実際現場でも少しあったりなんかして、事務ミスなんかに

つながったりというところがあるものですから、そういった配置の年数のバランスなんか

においては、そこはちょっと支障というところは出ているのかな。 

 ただ、先ほども少し触れましたが、近年の３０以下の層というのは、我々から見ていて

も非常によく働いてくれているものですから、そういった面で言えば、その層がもう少し

上に来てくれれば状況も変わってくるのかなというところもありますので、無理に年代と

してそこを何か手当てをするというよりは、下を頑張って育てるほうが近道なのかなとい

うふうに感じています。 

 もう１つ、研修のところの不人気のというところなんですが、これ、実は以前は選抜で

チームを組んで政策提言をするというような研修を、うちの看板的な研修でやっておりま

した。 

 そちらが、コロナということもありましたし、開始してから１０年たったのでそろそろ

見直しをしましょうということで職員にアンケートを取ったところ、非常に負荷がかかる

研修でして、研修の回数も何回も出てもらうし、業務時間内にミーティングなども何回も

行うような研修だったものですから、本人たちは、育成にはつながっているところもあっ

て、研修効果自体はあるよというような反応なんですが、そのほかの送り出している職員

からは、非常になかなか難しい、何回も何回もこんな長時間、人が抜かれるというのはも

う負担が大きいよというような意見が結構な数寄せられてしまって、こうなってしまうと、

出ている本人もちょっと心苦しいという気持ちも生まれているというようなことは聞いて

いたものですから、あまりよろしくないなというところがあって、今見直しということで、

ほかの方法がないかなというのを検討しているという状況になります。 

【田中委員】  ありがとうございました。大変参考になりました。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。 

 それでは飯島委員、お願いします。 

【飯島委員】  飯島でございます。非常に御丁寧な説明をいただきましてありがとうご

ざいます。２点お伺いしたく存じます。まず、合併を経たことの影響、課題と、それへの
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対応についてです。採用抑制による年齢層の偏りは目に見えて分かりますが、旧市町村の

組織・文化の違いですとか、特に人材の育成の面で何か課題などお感じになったことがこ

れまでございましたら、差し支えない範囲で、教えていただけますと幸いでございます。 

 もう１つは、昇格意欲の希薄化に関し、「希望しない」が「希望する」を上回るというこ

とでが、その原因はどこにあるのか。頂戴した資料を単純に見ますと、例えば主任級と主

査級で選考制度があることについて、職員の方々の評価が分かれています。また、仕事の

やりがいについて、ポイントが下がっているという資料の分析もございます。良好な環境

と言えないということについても、人間関係や、様々な面での御不満もあることが資料か

らはうかがえます。こういったところを、優秀な方々を育てていくためにも、どのように

対応なさろうとしているのかについてお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。 

【鈴木人事研修グループ長】  ありがとうございます。旧市町村のというところではあ

りますけれども、本市の場合は中核となる磐田市がもともと市で、ほかが３町１村という

形になるので、メインとしてはやはり磐田市が、いろんな制度であったりというところは

軸になっておりました。 

 そういった面で、あまりものすごく文化が違ったかというとそうでもないのかなという

ところはあるんですが、ただ、職員のそれぞれの働き方というか、庁内の仕事の在り方と

いうのは大分差がありまして、私個人の印象として人を育てる文化があまりないところ、

若い頃からすごく鍛えられているところにも差があったように感じております。そういっ

た背景から合併した後にそれぞれの市町村間で職員力の差はあったのかなと感じることも

ありました。 

 ただ、今もう、このぐらいたってくると、あまりそういった意識をすることもなくなっ

て、あの人がどこの出身だねというのも本人たち以外あまりよく分からないという形にな

っているので、そういった意味での融和というんですかね、一体感というものは、ある意

味もう成しているのかなというふうには感じています。 

 あと、昇格意欲のところなんですけれども、やはり、やりがいというところで、昇格し

た際のメリットがないというように感じている人も多分結構いらっしゃって、それは上司

が忙しそうだからとか、大変そうだというふうなのを見て、そういうふうに思っているん

ですが、やはりそういったものというのは、昇格した職員がやりがい、より責任が上がる

ことによるやりがいがさらに上がったりであるとか、自分のスキルアップにつながってい

るというところを伝えるという場面が、本当はもう少し必要なのかなと思ってはいるので
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すが、いかんせん今あまり、それこそオフでそういった話を根を詰めてやるというような

ことも全然なくなってしまいましたので、研修であるとかそういったところで、やりがい

とか楽しさというのを伝える場面というのをもう少し増やしていきたいなと。 

 自分自身も、コロナ禍前にそういった上司の方に話を聞く機会があって、面白そうだな

というのを感じたこともありましたので、そういったことはもう少し、下の世代に働きか

けていけたらなというふうには感じております。 

【飯島委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  よろしいでしょうか。はい。 

【森本委員】  丁寧な御説明ありがとうございました。自治労の森本でございます。私

からも２点あります。まず職員の年齢構成の偏りの関係について、私が見る限りだと、過

去、地方分権の関係で業務の移管があった頃から、集中改革プランがあって、市町村合併

があってという経緯の中で、典型的に同じような年齢構成上の問題を抱えている自治体が

多いのかなというふうに感じています。先ほどのお答えの中で、２０代あるいは３０代の

ところをしっかり育てていこうということもあったんですけども、技術職と同じように、

即戦力としての中途採用については、何か取組を考えておられるかということが１点です。 

 それともう１点、もし差し支えなければ教えてください。主査級昇格については試験制

度を導入されているということなんですけども、都内の自治体だと、その試験に応募する

人がもういないと。必要数を割ったというような自治体もあるというような実態もお伺い

していて、磐田市のほうでは、その受験割合がどのぐらいの数になっているかというのが

分かれば教えていただければと思います。 

 以上です。 

【鈴木人事研修グループ長】  ありがとうございます。即戦力として中途採用の取組と

いうところは、本市でも受験の年齢自体を、今までも３５歳まで、経験者のところは上げ

ていたんですけど、それをさらに４０歳まで上げたところであります。 

 中途採用の職員自体は、入った際の能力でいえば、当然民間などでの経験がありますの

で、十分即戦力という意味では、新卒なんかよりは上というのは確かなんですけれども、

その前に入ってきている、どういった能力を磨いているかというのと、どういった組織に

あったかというとこら辺で、その後の伸びというのが結構人によって差があるなというの

が正直なところです。 

 年齢というところだけで、中途というところはあまり考えているわけではないのですが、
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ただ、技術職員なんかは本当は中途で取れるとすごくありがたいところなんですけれども、

土木に関しては、給与水準が要因なのか、応募自体が全くないものですから、もう少し何

かうまい働きかけもしたいなというところで、今年なんかは転職サイトですかね、そうい

ったところに載せてもらったりというようなことを今年から始めて、それで応募があるか

ないかというところは様子を見ていきたいなと考えているところです。 

 あと、昇格の試験の関係なんですが、昔は応募は手挙げ式だったのですが、実際手挙げ

式でやっていくとなかなか応募者が先細りするというのは本市でも起きました。それで、

実は数年前に、試験は残っているんですが手挙げ式をやめてしまいました。もう全て推薦

式に変えて、部局長が職員をある程度推薦して、推薦した職員によって試験を行うという

ふうに変えております。 

 それというのは、もともと応募制だった後半のほうには、優秀な職員自体、周りから見

ればどう考えてもこの人はできるよねという職員がなかなか手を挙げてくれないという事

態が起きていたので、そういった状況だとこの先どんどん先細ってしまうというところも

あって、推薦式に変えております。 

 ただ、そういった推薦を取るに当たっても、本人の意思、意欲というものは事前に調べ

るようにしておりまして、アンケートを取って、この職員は意欲があります、この職員は

意欲がありませんというところを部局長さんにあらかじめ開示した後で推薦をしていただ

くというやり方を今取っております。そういったやり方にしてからは、本人たちもある程

度覚悟を持ってというか、そういった姿勢で取り組めているので、手を挙げるよりはハー

ドルは低く、ただ受けてくれる職員に関しては、部局長さんから推薦を受けているという

こともありますので、ある程度自信を持って取り組んでいただいているかなと感じていま

す。 

 以上です。 

【森本委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございます。 

 質問は尽きないところではありますが、予定した時間をオーバーしておりますので、こ

こまでとさせていただきたいと思います。 

 鈴木様、貴重なお話ありがとうございました。 

【鈴木人事研修グループ長】  ありがとうございました。 

 では、失礼いたします。 
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【辻座長】  それでは、続きまして、神戸市行財政局職員研修所所長の中田様から、神

戸市における人材育成に関する取組に対して御説明いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

【中田所長】  お邪魔します。神戸市の職員研修所長、中田裕子と申します。大役を仰

せつかり恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨年に前行財政局長より神戸市の人材マネジメント施策についてということで御紹介、

御説明をさせていただいております。本日は施策紹介というよりも背景にある問題意識、

課題認識等ということで承っておりますので、その辺り、去年の資料も使いながら御説明

をさせていただきたいと思います。一部重なる部分等、割愛する部分等、恐縮でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、神戸市の特徴としまして欠かすことのできない平成７年阪神・淡路大震災から財

政的に非常に厳しくなりまして、他都市に先駆けて職員定数削減を行ってまいりました。

平成１０年代には全国的にも財政状況が厳しくなったということで引き続き取組を進めま

して、書いていますように、２５年間で約３分の２の職員数になっております。現在もス

マート自治体の実現に向けてということで、「行財政改革方針２０２５」に取り組んでおり

ます。これは副題に「～変化を捉え、果敢にチャレンジ～」とつけておりまして、その辺

りがキーワードになってございます。 

 書いておりますような、世界の環境、ウイズコロナからポスト・コロナへ、ロシアのウ

クライナ侵攻を背景とした物価高騰といった想定以上の社会情勢の変化の中で、持続的・

安定的に市民サービスを提供していくために、必要な人材の確保と組織として職員育成の

環境づくりということで、我々は変化に対応して進化を続けていく必要があると考えてお

ります。 

 そういった中で、採用、人材確保の面で、昨年の１２月に新たな人材獲得戦略を発表し

ております。令和５年度に実施します採用試験――令和６年度から入庁される方の想定で

すが――の在り方を変更してまいります。書いておりますように、経験者採用の拡大、専

門性の高い人材の獲得という意味でのジョブ型管理職採用の導入、それから、公務の魅力

発信ということで、それぞれ少し詳しく御説明をいたします。 

 まず、背景としまして、民間における採用トレンドの変化がございます。経験者採用の

傾向が強まっているというデータでございます。これは経団連さんのアンケートを基に、

経済産業省のほうで作成なさった資料です。昨年に作成をされておられます。左側のブル
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ーが過去３年のトレンド、右側の赤いほうが５年ぐらい先のトレンドということです。新

卒対経験者の採用割合について、過去３年では９対１、７対３、８対２あたりが多かった

んですけれども、５年ぐらい先ということでは、７対３、６対４、５対５、この辺りが増

えるという傾向が見えます。未定のところが３割いらっしゃいますので、そこがどこに行

くのかというのは分からないんですが、傾向としては、民間企業では経験者採用にシフト

していくというトレンドが見られます。 

 このような流れも踏まえまして、本市では来年度実施の採用試験から採用予定者数、ト

ータルの予定者数の半分を経験者としまして、新卒対象の枠と経験者で５対５とする予定

です。現在、社会人採用試験をやっておるんですけれども、それと比べまして、年齢の下

限を２８歳から２５歳に広げまして、第２新卒の方がこの枠で受けやすいようにというイ

メージです。また、通年募集という形で、年間を通じて申込みいただける形を予定してい

ます。これは新卒向けでも令和３年度の途中から実施をしている形に合わせたものです。 

 また、新たな採用枠としまして、特定の分野においてジョブ型管理職雇用という形を導

入します。求める人材としましては、民間で培われた専門的な知識・経験プラス一定のマ

ネジメント経験、部下を使って仕事をされて、人事管理などマネジメントをきちんとして

こられたという御経験の人材を課長級や係長級で採用したいと考えております。 

 公務の魅力をしっかり発信して、それを分かった上で神戸市に入っていただく、神戸市

の業務を理解していただく方を増やす意味で、これまでも学生向けのインターンシップに

取り組んできておりますが、さらに新しいタイプのものも増やしてということで創設をし

てまいります。もちろんインターンシップ、採用直結型のものではありませんので、この

取組がどこまで採用に結びつくかということは分からないのですが、まずは公務の魅力を

しっかり発信して種をまいていくということが必要と考えております。 

 これらの新しい取組について、現在勉強会といった位置づけで新たな人材獲得戦略に関

する懇話会というものを開催しておりまして、特に経験者採用の選抜方法の在り方などに

ついて各分野専門家の方の御所見をいただきながら検討を行っている真っ最中でございま

す。 

 こちらのスライドで、今御説明しました戦略の展開する理由というのを御紹介いたしま

す。まず１つ目に、やはり民間の労働市場においてということですが、働き手の方の転職

によるスキルアップ志向が高まっていると考えております。もちろん所属される会社の中

でスキルアップされるということは皆さんされているわけですけれども、今は転職をして
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新しい会社、新しい世界でスキルアップをしていきたい、これまで経験していない、ある

いはこの会社では経験できない新しい成長の機会、そういったところで成長をしたいとい

う成長志向の方が増えていらっしゃる、高まっていると考えております。ですので、転職

によってスキルアップを図りたいという方々の選択肢の一つとして、神戸市の業務に合う

方についてはぜひお越しいただきたいということでございます。 

 ２つ目が、本市が直面している様々な社会課題の解決という面で、多様な人材を求めて

いるということです。一般的によく言われることですが、同質の人々で大部分が構成され

ている組織というと、やはり変化への対応・成長というところがやや対応しにくいのでは

ないかということで、神戸市はここ数年特に新しい都市戦略というのを展開しておりまし

て、チャレンジングな施策というのも様々展開をしてきております。ということで、チャ

レンジしたい人材というのを獲得したいと考えております。転職によるスキルアップを志

向するような方々、チャレンジできる様々なタイプの方々にぜひ神戸市にお越しいただき

たいということでございます。 

 それから３つ目、社会貢献への意識の高まりということで、働き手の側からも、企業の

側からも、その意識がより高まっていると考えております。昔は利益を上げるのは民間企

業が、公共的なことであれば公務職場でと分かれていたかと思うのですが、徐々に企業も

社会貢献が大きな目的となり、社会に貢献する企業が働き手に選ばれるとなってきていま

す。特にこの数年はＳＤＧｓへの関心の高まりということで、今、非常に局面が変わって

いると考えております。 

 社会貢献という意味で、もちろん企業でも自治体においてもということなんですけれど

も、ある企業に入社されて、その社会貢献の取組という中で何か違うな、御自身がしっく

りこないな、また別の形での貢献をしたいなという方も増えていらっしゃるのではないか

ということで、こういった人材を獲得していきたいということです。 

 あと書いておりませんが、もう一つ、神戸市特有の事象かもしれませんけれども、神戸

市にはたくさんの大学があるのですが、卒業生がほかの地域にかなり流出をしています。

特に東京に流出をしています。神戸で生まれ育って、神戸の大学に進学されて、あるいは

近隣、少し離れたところから神戸の大学に進学してこられて、卒業すると東京に就職して

しまうという方がたくさんいます。ですが、その中には実際に東京で働いてみて、その後

神戸で働きたい、神戸でこれから子育てをしながら働きたいといった方もたくさんいらっ

しゃると聞いておりますので、そういった方々にも戻ってきていただけるようなポストを
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提供していきたいということです。 

 そういったことで、現在の状況に対応するために、多様な経験・スキル・専門性を持っ

てチャレンジしていく人々を獲得していきたいという方針でございます。この方向性を発

表する前に議論しておりましたこととしては、やはり社会人と新卒の方のバランス、社会

人経験のある方は自分軸というところがあると思いますし、新卒の方は組織軸というとこ

ろがあって、バランスよく組織を運営していくためにはどのぐらいのバランスがよいのか

といった議論ですとか、年齢構成の問題であるとか、新卒者、先ほど大学がたくさんある

と申し上げましたが、これの受皿としてというようなことであるとか、そういった観点で

いろいろ議論をして、今の戦略になっておるということでございます。 

 こういう新たな取組も含めまして、採用に関してはこれまで、去年も御説明しておりま

すが、多様で優秀な人材の確保ということで多様な試験区分を設けてきております。求め

る人材のキーワードは書いている３つ、チャレンジ精神というのも平成３０年度から使用

しているものになります。 

 任期の定めのない職員の採用というところから少し外れるんですけれども、１つ目のジ

ョブ型雇用ということで外部人材の活用をこれまでも図ってきております。社会課題に柔

軟に専門性高く対応するためにということで、これまでは任期付とか非常勤嘱託職員とい

う形で供用を図ってきております。人数のほうも書いておりますが、こういう方が増えて

一定のボリュームとなって庁内で活躍される場面が増えております。特に重点的に取り組

むべきミッションにそういったポストが設けられて採用されるということも多くて、こう

いった方は積極的に行動を発言されてということも多くて、我々プロパーといいますか、

我々職員が刺激を受けることも非常に多いわけです。 

 ちなみに人材育成の分野でも外部人材の登用を今年度から行っておりまして、新たな活

動に積極的に取り組んでいただいています。そういった意味で、同質の内部人材だけで構

成される組織文化に対して、外部人材が業務を通じて影響を与えるということが起きてき

ております。 

 キャリアリターン制度、これは昨年も議論中ということで御紹介をしましたが、今年度

制度化していますので御紹介いたします。今後特に技術職員の人材獲得競争が激化してい

く中で、本市を離職した後に新たな経験を積んでプラスアルファの力を備えた人材を獲得

できればということで期待をしているところです。 

 次に、育成のお話にまいりたいと思います。本市の育成につきましては、人材育成の３
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本柱、ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、自己啓発で取り組んでおります。人材マネジメントの方向

性は、冒頭の３ページ目のスライドで申し上げた、一人一人が成長して能力を高めて最大

限に発揮する、その能力を組み合わせて組織の力を高めるという方向性でございます。育

成の文脈での人事異動でございますが、これは本人の意欲を生かすということでモチベー

ション向上につながる、それによって能力向上、また、もちろん適材適所での能力向上と

いったことでございます。書いているような幾つかの取組に力を入れております。 

 特にフォローアップ面談につきましては、人事課職員が全職員と面談を行うというもの

で、通常のルートで上がってくる情報よりももっと具体的な本人の意向情報を人事課が把

握することで、よりきめ細やかな対応につながっていると考えております。 

 それから、庁内公募、プロフェッショナル人材、こういった制度により、本人が考える

キャリアに近づけるような適材適所の仕組みづくりに努めております。 

 それから、育成というところで、職場内コミュニケーションというところですが、これ

までどちらかというと、育成というと、職場でのＯＪＴの中で、業務遂行における育成、

担当の業務をしっかりできるようになるといったような育成というのがもしかして中心に

なっていたのではないかという視点からちょっと離れるんですけど、コミュニケーション

の活性化というところを挙げております。 

 この背景について御説明いたします。先ほど外部人材、民間人材からの影響ということ

も申し上げましたけれども、ほかにプロパー職員の民間企業への派遣というものも行って

おりまして、帰ってきた職員からの報告などを聞いていましても、どうも神戸市は上司、

部下のコミュニケーションというのが少し薄いのではないかという認識も出てきておりま

す。これはもしかしたら自治体に一定共通することなのか、あるいは神戸市が特にという

ことなのかちょっと分からないんですが、民間では、上司、部下がコミュニケーションを、

業務上の事務連絡やホウレンソウ、打合せといったようなことのみならず、もっと時間を

割いていると伺っております。 

 その中で、管理職のマネジメントとして職場で業務をしっかりと果たす、事業を進める、

ミッションを果たすために部下を育成するという認識はしっかりあるんですけれども、一

人一人をしっかり見て、そこに注目した育成というところにはまだ取り組むことがあるの

ではないかということでございます。そういうコミュニケーションというときに、やはり

上司、部下の信頼関係ということが必要ですし、そのためによりコミュニケーションを活

性化ということでございます、問題意識でございます。 
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 もちろん現在も、期首面談とか期末面談とか異動のヒアリングということで、制度とし

てコミュニケーションを取る機会はあるんですが、また、今、既に職場によって十分取れ

ている、上司、部下で、しっかり話ができているよというところももちろんたくさんある

んですけれども、より職員の考える働き方とかライフイベントのステージ、本人の状況、

今後どうしたいかという辺りについて、キャリア、働いて生きていくという考え方につい

て、単に異動とか昇任とか節目みたいなそういうところだけではなく、もっと大きく捉え

て育成につなげていきたいという視点でございます。 

 そういう環境があれば、もっと一人一人の職員がミッションの中で役割を認識して、必

要な能力を高めて成長を実感しながら、やりがいを持って仕事をしていくというような、

それを組織として支援していくというようなことができたらなということでございます。 

 今年度は、前課長級職員を対象に部下育成能力向上を中心としたマネジメント研修であ

りますとか、逆にミドル年代の職員、係長補佐になる手前の職員を対象とした研修という

のをやっておりまして、その辺り、今後もキャリアに関する研修というのを来年度も新し

く取り組んでいきたいと重点的に考えているところでございます。 

 昨年もキャリアカルテの導入に取り組んでいきたいという御説明を申し上げておるんで

すが、その辺りまだ道半ばでございまして、ここはかなり組織文化にも影響するといいま

すか、上司と自分のことをいろいろ話すという文化をどうつくっていくのか、あるいは、

本当にそれが神戸市にとっていいのかというあたりも今後取り組んでいきたいところでご

ざいます。 

 こういった主体的な活動や経験を応援するという制度も設けております。 

 人事評価という観点では、頑張っている人が報われる制度ということで、書いておりま

すようなこと、また、記載していないんですけれども、人事評価の中で、人材育成につな

がるような運用に取り組んでいけたらということを今担当のところで検討しておるところ

です。 

 人事評価制度の中で、職員の強みとか弱み、改善点をきめ細かく能力の伸長につなげる

というところもさらに重点を置いていきたいというような取組でございます。 

 まとめでございます。まずは１つ目、先ほど申し上げたような、打ち出した方針を達成

できるように採用手法をつくり上げるということ。ジョブ型管理職は、特に初めての取組

になりますので、その辺りも含め、採用と採用広報に取り組んでいくということです。キ

ャリアを考える中でのゼネラリスト・スペシャリストそれぞれの育成についても、これか
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らさらに考えていく必要はあります。 

 ２つ目、職員自ら取り組んでもらうということで、画一的な与えられた学びということ

ではなくて、自ら必要に応じた学習ができる仕組み、ＬＭＳを今年度から予定どおり導入

をしております。やっと整いましたので、さらに効果的に使ってもらえるようにというこ

と、それから、キャリアの関係です。先ほど申し上げたキャリアオーナーシップみたいな

方向のままでいけるといいなと考えておりますが、どこまでいけるのかなというところが

ございます。 

 それから３番目、そういった環境づくりを進めるためにも、組織、上司の人材育成に対

する認識を高めて育成力を上げていく必要があるということです。こういった取組を続け

まして、難しい時代に対応していく組織に必要な人材の確保育成に努めているところでご

ざいます。 

 説明は以上です。ありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございます。 

 それでは、残されている時間はそんなに長くありませんが、皆さんのほうから御意見、

御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 佐々木委員、お願いします。 

【佐々木委員】  御説明ありがとうございました。本当にかなり広範な取組を意欲的に

されているということで感嘆しておるんですが、私のほうから１点、採用試験のことにつ

いて伺いたいと思います。 

 採用というところで、特別枠で今やっているＳＰＩのみの試験について、通年募集枠へ

統合されるということだと思います。今、ＳＰＩって大分たくさんのところでやり始めら

れているんですが、先ほど磐田市のところでも公務員的な試験はやらずに面接でいろいろ

重点化したとかいうようなお話もありまして、実際神戸市さんでこのＳＰＩのみの試験を

特別枠だけですけれども、何回かやられたんですかね。そういった経験から、こういうと

ころがよかったとか、あるいはこういうところを面接で工夫するとか、そういういろんな

工夫を加えましたとか、この辺が課題なのでもう少し改善が必要ですとか、メリットと課

題なり、工夫したほうがいい面、そういった点で何か御示唆いただける点があれば教えて

いただければありがたいと思います。 

【中田所長】  御質問ありがとうございます。 

 特別枠でＳＰＩを導入しておりまして、通年募集枠もＳＰＩのみの試験でやっておりま
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す。２つとも人物重視ということで、一定の能力、基礎的な能力をＳＰＩで足を切って、

あと、面接で見ていくというところなんですが、面接の中では求める人材を３つ挙げてお

ります。それぞれの項目、チャレンジ精神、リーダーシップ、デザイン力に沿って、どう

いった取組を大学時代にしてこられたかというところ、かなりコンピテンシー面接で深掘

りをしてお伺いをして、公務員試験勉強を頑張ってきた一般枠の人との違いというところ

でどういうふうに活動してきたのかというところをお伺いするようにしています。 

 特に実際入庁した特別枠の職員とこれまでの一般枠の職員ですと、入った後の違いとい

うのは一人一人もちろん個人差があるんですけれども、トータルで見た場合は特に違いが

ないということになっておりまして、公務員試験勉強していなかったからそこの能力がと

いうこともございませんし、入ってから、それぞれ育成の中で活躍をしていただいており

ます。 

 一旦、以上でございます。 

【佐々木委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  その他いかがでしょうか。 

 それでは、私のほうから端的に３点お伺いできればと思います。特に大都市は採用職員

数が多いので、地方公共団体全体に与えるイメージも大きいので、非常に意欲的に改革に

取り組まれていらっしゃって、ぜひ改革の最先端を今後も引っ張っていってほしいなと思

っております。それを前提にお話しいただいた中で、まず１点は、一つ大胆なイメージで、

新卒５０に対して、それ以外５０という将来イメージを示していただきました。このうち、

これ、イメージでいいんですが、新卒じゃない５０のうち、いわゆる今日もお話にありま

した任期付ですとか非常勤の部分と、それから、中途で採用して、なおかつ任期のない通

常の普通昇給の対象になるのではないかと思われる職員の割合、これを大体どのぐらいの

割合にするという感じなのかと。 

 結局、新卒を抑える分、いずれにしても人件費増大圧力に多分なっていくと思うんです。

係長試験もやめていますので。これらに対してどういう備えをしているかというのが１点

です。 

 それから、２点目は、今日のお話の中でも非常に意欲的だと思うのは、人事課が全職員

に面談をするというものです。これは神戸市だけじゃありませんけど、旧五大市を中心と

する伝統的な政令指定都市は職員数も多いということもあって、基本的には局人事でやっ

てきて、いい意味でも悪い意味でも人事権も含めて、局内の総務課ですとか総務係長がや
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っていたという世界だと思うんですが、神戸市さんの場合は、今のこのシステムの中で、

そのシステムは基本的に変わってないのか、それとももっと人事異動に関しては面談を通

じて人事課が、全庁的な見地から全職員を対象により多くの意見を言うような形で活性化

を図るようにされてきているのかというところをお伺いしたいというのが２番目です。 

 それから、３番目は人事評価です。人事評価を活用して、実力本位、人物本位の昇任性

格に変革していくと。これがまさに今の王道なわけですが、人事評価してみますと、今度

は人事評価の結果自体があまり差のつかないような数字で上がってきて、差がつかないか

ら差がつかないんだという形でずっとやってきて、なかなか一律人事を変えられないとい

う時代もあったんだと思います。この制度に変えることに伴って、この人事評価の仕方が、

特に適正に勤務実態があらわれるような工夫がうまくされているのかどうなのか、この辺

３つお伺いできたらと思います。よろしくお願いします。 

【中田所長】  御質問ありがとうございました。 

 まず１つ目、５０対５０の、経験者５０の中に任期付の人と任期の定めのない人がどう

なっているかというところですが、この５０対５０というのは、任期の定めのない、いわ

ゆる正規の職員を採用する分を新卒と経験者で半分ずつにするということで、任期つきで

すとか非常勤の方というのは全く枠外ということになります。 

 来年度、今の予定では１５０名、任期のない正規の職員を採用する必要があるんですけ

れども、このうちの７５名を新卒の枠で、７５名を経験者の枠で取るということでござい

ます。 

【辻座長】  採用後も普通昇給させていくという感じなんですね。特段に    こと

ではないということですね。 

【中田所長】  はい。 

【辻座長】  ありがとうございます。 

【中田所長】  それから２つ目、フォローアップ面談でございます。人事課、本当に大

変な業務ではあるんですが、行政職だけでざっと７,０００人以上の職員がおりますけれ

ども、それを手分けして何か月もかけてやっておるんですが、人事異動の仕組みとしては、

仕組み自体が変わったということではなくて、所属の上司からの話がある、あるいは、本

人が意向調査票という形でシートを書いて出す、そのシートを見ながら上司のほうは異動

の内申を上げてくるということになるんですが、もちろんそれも使いつつ、実際の配属等

を考える際にも人事課で、やはりフォローアップ面談が直接、職員一人一人の考えという
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のを聞いていると、自信を持って、この人をこういうところにはめようということを考え

られると。ですので、職員、やはりシートに自分の希望というのをそのまま書くかという

と、なかなか書いていないそうです。ただ、フォローアップ面談の中ではしっかりと自分

の意見を言う人も多いということですので、人事課が異動の絵をかいていく、その情報を

しっかりと持つことができるということでございます。 

【辻座長】  ありがとうございます。 

【中田所長】  それから、３番目、人事評価でございます。なかなか差がつかないとい

ったこと、適切に評価されているのかという職員の声があるということは、それは御指摘

のとおりでございます。 

 現在、神戸市の人事評価でも５段階に分けるんですけれども、評語の捉え方にばらつき

がある、高ブレしているということが課題としてございます。 

 ですので、それをちょっと、評語・評価基準を新たに設定し、来年度からそういった運

用というのを改正して取り組んでいくということで聞いております。 

 また、それとともに面談の強化などで人材育成という観点と、この２つを変更していき

たいと聞いております。適正な評価というところは、本当に人事評価のやり方というとこ

ろの研修というのは毎年実施されていますし、その辺りで我々もトレーニングをしっかり

積んで変わっていく必要があるというところでございます。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございます。その他よろしいですかね。 

 それでは、質問も尽きないとは思いますが、時間が過ぎていますのでここまでとさせて

いただきます。 

 中田所長、お話しいただきまして、ありがとうございました。 

【中田所長】  どうもありがとうございました。 

【辻座長】  それでは、本日の議論はここまでとしたいと思います。 

 次回の研究会につきまして事務局から説明お願いします。 

【江口理事官】  次回でございますけれども、今回は全般的なお話でしたけれども、今

日も何度か出てきましたが、ちょっと違う分野からの報告に、デジタル人材の確保・育成

の分野につきまして、地方公共団体の現状というか、特に地方公共団体に関して、そこか

らヒアリングをさせていただければと思っています。今、調整中でございますので、また

追って、改めまして皆様と調整をさせていただければと思います。 
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 以上です。 

【辻座長】  それでは、以上をもちまして本日の研究会を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 


